
 

職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月２９日 
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上越市規則第２５号 

職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

職員の職の設置に関する規則（昭和４６年上越市規則第１０号）の一部を次のように改正

する。 

第２条中第８０号を第８２号とし、第５３号から第７９号までを２号ずつ繰り下げ、第  

５２号を第５４号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(53) 副主査 

第２条中第５１号を第５２号とし、第３６号から第５０号までを１号ずつ繰り下げ、第  

３５号の次に次の１号を加える。 

(3６) 副主幹 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


